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１．件名 

  令和８年度 HTTR原子炉建家等クレーン設備の点検整備作業 

 

２．目的及び概要 

本仕様書は、日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所（以下「原子力機構」

という。）にて水素製造システムの接続による原子炉施設への影響を評価するための業

務を目的とした高温工学試験研究炉（以下「ＨＴＴＲ」という。）に設置されているク

レーン設備の点検整備業務を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。 

受注者は装置の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担にお

いて計画立案し、本業務を実施するものとする。 

 

３．作業実施場所 

  茨城県東茨城郡大洗町成田町４００２番地 

  日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 

ＨＴＴＲ原子炉施設 

 

４．納期 

  令和 9年 3 月 31日 

 

５．実施期日等 

（１）実施期間 

令和 8年 4月 1日から令和 9 年 3月 31日まで 

ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２８日から翌年１月３日まで）、

原子力機構創立記念日（１０月の第１金曜日とする。ただし、１０月１日が金曜日の

場合は、１０月８日とする。）その他、原子力機構が特に指定する日を除く。 

（２）実施時間 

原則として次の時間帯に実施する。 

平日 ９：００～１７：３０ 

なお、この時間帯は、原子力機構における就業時間帯である。 

ただし、必要がある場合は上記に定める時間帯以外の時間及び（１）のただし書き

に定める日であっても業務を実施することがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

６．対象設備 

対象設備は以下のクレーン設備である。 

 （ ）内は無線操作式クレーンの台数 

     能力 

設置場所 

0.5ｔ以上 

3ｔ未満 

3ｔ以上 

10ｔ未満 

10ｔ以上 

20ｔ未満 

20ｔ以上 

30ｔ未満 

80ｔ以上 

160ｔ未満 
合計 

Ｎ－４０９室 － ２（２） － － １（１） ３(３) 

Ｋ－４０８室 － １ － － － １ 

Ｈ－４３３室 － － １ － － １ 

Ｈ－４３６室 － － １ － － １ 

Ｋ－２０５室 － － － １ － １ 

Ｇ－３９３室 １ － － － － １ 

窒素供給建家 １ － － － － １ 

Ｋ－２０６Ｍ室 ４ － － － － ４ 

Ｋ－２５１室 １ － － － － １ 

Ｋ－３５１室 １ － － － － １ 

使用済燃料貯蔵建家 － １（１）☆ － － １（１）☆ ２(２) 

Ｋ－３０５室 １ － － － － １ 

Ｇ－２９３室 １ － － － － １ 

Ｇ－２９２室 ２ － － － － ２ 

合計 １２ ４（３） ２ １ ２（２） ２１(５) 

☆：性能検査対象 

７．作業内容 

本業務を実施するにあたっては、本仕様書に定める事項の他、完成図書（点検マニュ

アル含む）、機器取扱説明書を十分理解のうえ実施するものとし、受注者は予め業務の

分担、人員配置、スケジュール、実施方法等について実施要領を定め原子力機構の確認

を受けるものとする。なお、点検整備を実施するクレーン設備については、添付表－１

「令和 8年度 HTTRクレーン検査実施計画表（予定表）」に示す。詳細は別途原子力機

構担当者と協議するものとし、月初めまでに原子力機構より指示するものとする。 

(１)月例点検 

「クレーン等安全規則」第３５条に定める項目並びに社団法人日本クレーン協会の

クレーン点検基準を満たすものであること。 

※対象クレーン台数 

① 0.5ｔ以上 3ｔ未満 １２台 

② 3ｔ以上 10ｔ未満  ４台 

③ 10ｔ以上 20ｔ未満 ２台 

④ 20ｔ以上 30ｔ未満 １台 

⑤ 80ｔ以上 160ｔ未満 ２台 

(２)年次点検 

「クレーン等安全規則」第３４条に定める項目並びに社団法人日本クレーン協会の

クレーン点検基準を満たすものであること。なお、荷重試験は能力 0.5ｔ以上 20ｔ未
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満のクレーンについてはウェイトを受注者において準備し、能力 20ｔ以上のクレーン

については原子力機構が指定した重量物を使用する。 

※対象クレーン台数 

① 0.5ｔ以上 3ｔ未満 １２台（うち荷重試験を行うもの １台） 

② 3ｔ以上 10ｔ未満  ４台（うち荷重試験を行うもの ４台） 

③ 10ｔ以上 20ｔ未満 ２台（うち荷重試験を行うもの ２台） 

④ 20ｔ以上 30ｔ未満 １台（うち荷重試験を行うもの １台） 

⑤ 80ｔ以上 160ｔ未満 ２台（うち荷重試験を行うもの ２台） 

 (３)整備作業 

上記(１)(２)に伴う機器部品の調整・測定及び小修理・清掃・給油等の点検整備に

関する作業を行うこと。なお、無線設備の点検整備については本契約には含まないも

のとする。 

(４)性能検査 

社団法人日本クレーン協会が行う性能検査時の助勢（検査官の指示に従いクレーン

の運転等）を行うこと。 

※対象クレーン台数 

① ３ｔ以上 10ｔ未満      １台 

② 80ｔ以上 160ｔ未満      １台 

(５)その他 

本業務で発見された異常・故障等で修理を要する場合、原子力機構と協議のうえ修

理を行うものとする。この場合の部品及び修理費等については、本契約には含まない

ものとする。 

 

８．業務に必要な資格等 

（１）クレーン運転士 

（２）床上操作式クレーン運転技能講習 

（２）玉掛け技能講習 

（３）足場の組立て等作業主任者技能講習 

（４）天井クレーン定期自主検査者安全教育 

（５）低圧電気取扱業務特別教育 

 

９．支給品及び貸与品等 

（１）支給品 

１）電気・水 

（２）貸与品 

１）放射線防護資材（作業着、RIシューズ、保護帽等） 

２）高所作業用ヘルメット 

３）油圧式高所作業架台（２台） 

４）燃料出入機及び専用吊具（78tウェイト用） 

５）遮蔽ハッチ（19t ウェイト用） 
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６）個人線量計 

７）クレーン完成図書、取扱説明書 

 

１０．提出書類 

  受注者は、次の提出書類をそれぞれの提出期限内に提出すること。 

 書 類 名 指定様式 提出期日 部数 備考 

1 作業安全組織・責任者届 原子力機構様式 契約後速やかに １部 要確認 

2 実施要領書 指定なし 契約後速やかに ２部 要確認 

3 リスクアセスメントシート 原子力機構様式 契約後速やかに １部 要確認 

4 一般安全チェックリスト 原子力機構様式 契約後速やかに １部 要確認 

5 作業員名簿 原子力機構様式 契約後速やかに １部  

6 使用計測器等一覧表 指定なし 点検開始前 １部 
校正期限が確

認できること 

7 指定登録・解除申請書 原子力機構様式 点検開始前 １部  

8 作業工程表 指定なし 点検月の前月末迄 １部  

9 作業日報 指定なし 点検終了後 １部  

10 ＨＴＴＲ炉建家内作業者名簿 ＨＴＴＲ様式 点検開始前 １部  

11 作業終了時点検表 ＨＴＴＲ様式 点検終了後 １部  

12 点検記録報告書 指定なし 点検終了後 １部  

13 委任又は下請負届 原子力機構様式 契約後速やかに １部 
＊下請負等が 

ある場合 

 

１１．検収条件 

点検月の作業日報、点検記録報告書の確認並びに仕様書の定めるところに従って業務

が実施されたと原子力機構が認めたときをもって業務完了とする。 

 

１２．品質保証 

（１）本作業は、原子力機構の「大洗原子力工学研究所原子炉施設等品質マネジメント

計画書」及び「高温工学試験研究炉部 品質保証管理要領書」を遵守して行うこ

と。また、受注者の品質マネジメント計画書を遵守して本仕様書に定められた作

業を行うこと。（契約前又は契約後の業務実施前に品質マネジメント計画書等の

内容確認を必要とする場合は、ＨＴＴＲ運転管理課にて閲覧又は提供が可能であ

る。） 

（２）本作業に係る受注者の品質保証について、「品質マネジメント計画書」の提出を

求めた場合にあっては、受注者は速やかに同計画書を提出すること。 

（３）重大な不具合、事故・トラブルが発生した際には、原子力機構は受注者に対して

受注者監査を行い、監査の結果、必要な改善を指示することがある。その場合は

指示に従うこと。 
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１３．作業員の力量 

（１） 受注者は原子力機構が定める作業責任者等認定教育修了者のうちから現場責任

者を選任すること。作業責任者等認定教育の受講が必要な場合は、速やかに原子

力機構担当者に受講申請を行うこと。また、選任された現場責任者は請負作業の

安全管理組織における自らの身分を関係者に周知するために腕章を着用すること。 

 （２） 資格を必要とする作業では有資格者が実施すること。また、原子力機構担当者

に免状の写しを提出すること。 

 （３） 原子力関連施設における管理区域内での点検作業に要求される知見・技術力を

十分に有しており、作業員は放射線業務従事者指定登録を行うこと。 

 

１４．特記事項 

（１） 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術

力及び高い信頼性を社会的にも求められていることを認識し、原子力機構の規定

等を遵守し、安全性に考慮し業務を遂行し得うる能力を有する者を従事させるこ

と。 

（２） 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各デー

タ、技術情報、成果その他の全ての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出

して発表若しくは公開し、または特定の第三者に対価を受け、若しくは無償で提

出することはできない。ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受け

た場合はこの限りではない。 

（３） 受注者は業務の遂行に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規定を遵守する

ものとし、原子力機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従う

こと。 

１）原子炉等規制法 

２）大洗原子力工学研究所（北地区）原子炉施設保安規定 

３）大洗原子力工学研究所少量核燃料物質使用施設等保安規則 

４）大洗原子力工学研究所放射線障害予防規程 

５）大洗原子力工学研究所（北地区）放射線安全取扱手引 

６）大洗原子力工学研究所電気工作物保安規程 

７）安全管理仕様書（大洗原子力工学研究所保安管理部長通達） 

８）労働安全衛生法 

９）クレーン等安全規則 

１０）大洗原子力工学研究所 事故対策規則 

（４） 受注者は作業中に異常または疑義が生じた場合は作業を一時中断し、速やかに

原子力機構担当者に連絡し、協議の上、原子力機構の指示に従い行動すること。 

（５） 受注者は本仕様書に記載されている作業内容を確認し、計画外作業は行わない

こと。ただし、計画外の作業を実施する必要が生じた場合は作業を一時中断し、

原子力機構と協議を行うこと。 

（６） 受注者は従事者に関しては労働基準法、労働安全衛生法その他法令上の責任及

び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うこと。 
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（７）その他仕様書に定めのない事項、あるいは、記載内容に疑義が生じた場合は、原

子力機構と協議の上決定すること。 

（８） 点検終了後に、使用上の不具合が確認された場合それが明らかに受注者の責任

であるものは無償にて補修すること。 

（９） 受注者は、大洗原子力工学研究所環境方針を遵守し、省エネルギー、省資源に

努めること。 

（１０）受注者は、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止

し、自動車排気ガスの低減に努めること。 

（１１）本作業中の安全管理については、原子力機構の諸規定を遵守し、受注者自らが

十分な作業管理を行い、TBM-KYを励行して事故、災害等の発生防止に万全を期す

こと。また、常に作業場所の整理整頓に留意し清浄に保つこと。 

 

１５．グリーン購入法の推進 

（１） 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関

 する法律）に適用する環境物品（事務用品、ＯＡ機器等）が発生する場合は、こ

 れを採用するものとする。 

（２） 本仕様に定める提出書類（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方

針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 

 



令和 8 年度 HTTR クレーン検査実施計画表（予定表） 

 

○：月例点検、△：年次点検（荷重試験含む）、▲：年次点検、□：性能検査（クレーン協会立会）、荷：荷重試験、（ ）：労基署登録番号 
設備 
番号 

クレーン種別 設置場所 
定格 
荷重 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 
性能検査 

期限 
検査証 
番号 

1-1 クラブ式 N-409 室 155t ○ ○ ○ ○△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ R9.8.11 (5615) 

1-2 電動ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ式 N-409 室 7.5t ○ ○ ○ ○△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ R9.8.11 (5615) 

1-3 ホイスト式 N-409 室 5.0t ○ ○ ○ ○△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ R9.8.11 (5615) 

2 ジブ式 N-493 室 5.0t （休止中） R8.8.4 (5640) 

3 ホイスト式 K-408 室 5.0t ○ ○ ○ ○△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ R9.8.11 (5613) 

4 ホイスト式 H-433 室 10t    △         R9.8.11 (5611) 

5 電動ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ式 H-436 室 10t    △         R9.8.11 (5612) 

6 電動ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ式 K-205 室 20t    △         R9.8.11 (5614) 

7 電動ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ式 G-393 室 2.8t         ▲      

8 電動ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ式 窒素供給建家 2.8t    △   〇        

13-1 電動ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ式 K-206M 室 0.5t   ▲※１            

13-2 電動ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ式 K-206M 室 0.5t   ▲※１            

13-3 電動ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ式 K-206M 室 0.5t   ▲※１            

13-4 電動ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ式 K-206M 室 0.5t   ▲※１            

14 電動ホイスト式 K-251 室 0.5t   ▲※１            

15 電動ホイスト式 K-351 室 0.5t   ▲※１            

16-1 クラブ式 使用済燃料貯蔵建家 90t    △□  ○     ○  R8.8.4 (5810) 

16-2 クラブ式 使用済燃料貯蔵建家 5.0t    △□  ○     ○  R8.8.4 (5810) 

17 ジブ式 K-305 室 1.5t  ▲             

18-1 電動ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ式 G-293 室 2.8t        ▲※２       

18-2 電動ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ式 G-292 室東側 2.8t        ▲※２       

18-3 電動ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ式 G-292 室西側 2.8t        ▲※２       

※１ ６月上旬頃を予定。 

※２ クレーンの電源を取るため、実験盤から仮設分電盤の電源ケーブル（３相キャブタイヤケーブル約１０ｍ）の接続作業を含む。 

 

添付表－１ 


